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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律～抜粋～ 

 

（不正利得の徴収） 

第８条 市町村（政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、

都道府県とする。以下「市町村等」という。）は、偽りその他不正の手段によ

り自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の

額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 

２ 市町村等は、第２９条第２項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、

第５１条の１４第１項に規定する指定一般相談支援事業者、第５１条の１７

第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者又は第５４条第２項に規定

する指定自立支援医療機関（以下この項において「事業者等」という。）が、

偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給

付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養

介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額に

つき返還させるほか、その返還させる額に１００分の４０を乗じて得た額を

支払わせることができる。 

３ 前２項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３１条の３第３項に規定する法律で定める徴収とする。 

 

（報告等） 

第９条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害

者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の

世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若

しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問さ

せることができる。 

２ 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示

す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 

第１０条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当

該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介

護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理（以下「自立支援給付対象

サービス等」という。）を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれら

の者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示
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を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援給

付対象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若

しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前条第２項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第３項   

の規定は前項の規定による権限について準用する。 

 

（報告等） 

第４８条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障

害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若し

くは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者（以下この項におい

て「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。）に対し、報告若し

くは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービ

ス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害

福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者

に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に

係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係

のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

２ 第９条第２項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第３

項の規定は前項の規定による権限について準用する。 

３ 前２項の規定は、指定障害者支援施設等の設置者について準用する。この

場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

（勧告、命令等） 

第４９条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げ

る場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、

期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができ

る。 

 一 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員に

ついて第４３条第１項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場

合 当該基準を遵守すること。 

 二 第４３条第２項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業

の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業

の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 

 三 第４３条第４項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該

便宜の提供を適正に行うこと。 
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２ 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号（のぞみの

園の設置者にあっては、第３号を除く。以下この項において同じ。）に掲げる

場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、

期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができ

る。 

 一 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第

４４条第１項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該

基準を遵守すること。 

 二 第４４条第２項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備

及び運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営

をしていない場合 当該基準を遵守すること。 

 三 第４４条第４項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該

便宜の提供を適正に行うこと。 

３ 都道府県知事は、前２項の規定による勧告をした場合において、その勧告

を受けた指定事業者等が、前２項の期限内にこれに従わなかったときは、そ

の旨を公表することができる。 

４ 都道府県知事は、第１項又は第２項の規定による勧告を受けた指定事業者

等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該

指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを

命ずることができる。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しな

ければならない。 

６ 市町村は、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給に

係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について、第１項各号又

は第２項各号（のぞみの園の設置者にあっては、第３号を除く。）に掲げる場

合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス

事業所又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 

 

（指定の取消し等） 

第５０条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

当該指定障害福祉サービス事業者に係る第２９条第１項の指定を取り消し、

又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができ

る。 

 一 指定障害福祉サービス事業者が、第３６条第３項第４号から第５号の２

まで、第１２号又は第１３号のいずれかに該当するに至ったとき。 
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 二 指定障害福祉サービス事業者が、第４２条第３項の規定に違反したと認

められるとき。 

 三 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業

者の知識若しくは技能又は人員について、第４３条第１項の都道府県の条

例で定める基準を満たすことができなくなったとき。 

 四 指定障害福祉サービス事業者が、第４３条第２項の都道府県の条例で定

める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適

正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。 

 五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正

があったとき。 

 六 指定障害福祉サービス事業者が、第４８条第１項の規定により報告又は

帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又

は虚偽の報告をしたとき。 

 七 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業

者が、第４８条第１項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項

の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指

定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行

為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監

督を尽くしたときを除く。 

 八 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第２９条第１項の指

定を受けたとき。 

 九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律

その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又は

これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

 十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉

サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

 十一 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等

のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしよう

とするとき前５年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行

為をした者があるとき。 

 十二 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者

が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとする

とき前５年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をし

た者であるとき。 

 



- 7 - 

 

２ 市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福

祉サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しな

ければならない。 

３ 前２項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合におい

て、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

（公示） 

第５１条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければな

らない。 

 一 第２９条第１項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設

の指定をしたとき。 

 二 第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 

 三 第４７条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。 

 四 前条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）又は第７６条の

３第６項の規定により指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施

設の指定を取り消したとき。 


